
 

 

 

 

 
 

2023 年Ｇ７サミット推進課の業務の引継について 
 

財務大臣・中央銀行総裁会議の新潟開催決定を受け、令和 4年 9 月 12 日に設置さ

れた 2023 年Ｇ７サミット推進課 が、閉課することになりましたので下記により、

業務の引継についてご連絡いたします。 

Ｇ７新潟財務大臣・中央銀行総裁会議の開催にあたりましては、開催周知や機運醸

成等に際して多大なるご協力を賜り感謝申し上げます。 

なお、記録誌の作成や経済波及効果の調査など、Ｇ７新潟財務大臣・中央銀行総裁

会議開催推進協議会の事務局としての業務は、政策企画部にて業務を引き継ぎます。 

 

 

記 

 

□ 閉課日  

   令和５年６月３０日 

 

□ 業務の引継先 

政策企画部（政策監グループ） ※令和５年７月１日～ 

  電 話：０２５－２２６－２１５２ 

   メール：seisakukikaku@city.niigata.lg.jp 

 

 

 

 
【問い合わせ先】 

政策企画部 2023 年Ｇ７サミット推進課 

課長 山本 幹彦 

電 話：025-226-2142（直通） 

メール：2023summit@city.niigata.lg.jp 

Ｈ Ｐ：https://g7niigata2023.jp  
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